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第28 号  令和７年12 ⽉発⾏ 

ご挨拶  代表理事組合⻑ 吉 村 陽 ⼀ 
組合員の皆様には、⽇頃より まつら森林組合の各種事業運営に格別なご理解とご協⼒を賜り厚く

お礼申し上げます。 
令和6 年度は主要事業である森林整備事業部⾨での収益増加等により、剰余⾦を計上することがで

きました。これもひとえに組合員の皆様のご協⼒の賜物であり感謝申し上げます。 
さて、森林経営管理制度における⼿⼊れの⾏き届いていない森林（経営管理放棄林）につきまして、

唐津市と連携を図りながら森林の集積・集約化を促進し、47.30ha（5 地区）の森林調査及び 28.48ha
（4 地区）の間伐実施を⾏う事ができました。 

また、J-クレジット制度の取り組みとしては、唐津市及び J-クレジットプロバイダーと 3 者連携を
図りながら、プロジェクトの今年度登録を⽬標に作業を進めています。 

第⼀段階としては、森林経営計画（七⼭３期⽬）を計画しておりますが、他の地区においてもプロ
ジェクトの実施を視野に⼊れながら、新たな森林経営計画の作成・樹⽴を⽬指します。組合が地域の
森林を協同の⼒で守り・育てることにより、J-クレジットプロジェクトを推進し、温暖化対策に積極
的な組織としてPR することで、更なる信頼を⽣み、それが組織の成⻑に⽋かせない要素となること
を期待しています。 

また、「J Forest まつら森林組合ビジョン 2030」に基づく担い⼿対策においても、新たに技術職員
３名を雇⽤し、体制を強化することができました。なお、現在は各種研修を受講し技術向上に努めて
おります。引続き労働⼒不⾜の解消をはかりつつ組合員が所有する森林を注視し、適切な森林整備の
提案・施業集約化と低コスト作業による⽊材代の還元に努めます。 

最後に、昨年に引き続き計画以上の成績を残せるように役職員⼀丸となって、組合運営に努めて参
ります。組合員の皆様の⼀層のご⽀援、ご協⼒を重ねてお願い申し上げ、挨拶とさせて頂きます。 

森林組合だより
1.  代表理事組合長あいさつ
2.  通常総代会の開催
3.  総代選挙について
4.  職員の体制
5.  組合員の手続きについて
6.  苗木申し込みについて
7.  しいたけ種菌の申し込みについて
8.  造林補助事業について
9.  竹類の防除に使用できる農薬の販売について
10. 購買品価格（お知らせ）
11. まつら森林組合のSDGs宣言
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～ 第 2７ 回 通常総代会提出議案 ～ 

第 1 号議案  令和６ 年度 事業報告書、 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金処分案、 注記表及

び附属明細書の承認について 

第 2 号議案  令和７ 年度 事業計画設定について 

第 3 号議案  令和７ 年度 賦課金決定について 

第 4 号議案  令和７ 年度 役員報酬決定について 

第 5 号議案  令和７ 年度 借入金最高限度額決定について 

第 6 号議案  令和７ 年度 貸付金の最高限度及び利率の最高限度決定について 

第 7 号議案  令和７ 年度 債務保証の最高限度額及び 1 組合員に対する保証の最高限度額決

定について 

第 8 号議案  令和７ 年度 余裕金預入先決定について 

付帯決議事項 

組 合 長 あ い さ つ                         議 事 進 行 状 況
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通常総代会の開催 
令和７年８⽉２９⽇(⾦)に唐津市相知交流⽂化センター サライホールにて「第２７回 通常総代会」

を総代（本⼈出席９０名、書⾯議決８１名、委任状８名）計１７９名により開催いたしました。 
来賓の祝辞後、議⻑に七⼭地区総代の瀬⼾ 成年 ⽒が選出されたのち、議案の審議となりました。

第１号議案から第８号議案並びに付帯決議事項まで、すべて原案のとおり可決承認されました。 
総代の皆様、ご臨席いただきましたご来賓の皆様、⼤変ありがとうございました。 
今後も役職員⼀丸となって組合運営に取り組んでまいりますので、引続き、ご⽀援・ご協⼒のほど

よろしくお願い申し上げます。 
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◆◆◆ 新総代名簿(定数 200 名)  ◆◆◆ 

（ 任期： 令和 7 年 9 月 1 日～令和 10 年 8 月 31 日）  

 

唐
津
区
（１
６
名
） 

矢
作
地
区 

★
中
村 

善
洋 

中
村 

禎
則 

青
木 

末
博 

 

本
村
地
区 

★
米
倉 

誠
一
郎 

青
木 

浩
彦 

米
倉 

博
徳 

 

中
組
地
区 

★
麻
生 

信
幸 

米
倉 

献
之
輔 

米
倉 

善
隆 

 
河
内
地
区 

★
吉
田 
正
二 

中
村 
俊
郎 

麻
生 

元
和 

 

東
宇
木
地
区 

★
脇
山 

久
文 

 

宇
木
中
地
区 

★
山
下 

安
寛 

 

宇
木
下
地
区 

★
堤 

正
廣 

 

直
轄
（
地
区
外
） 

小
野 

幸
一 

浜
玉
区
（１
９
名
） 

浜
・東
・西
地
区 

★
常
吉 

徳
太
郎 

 

砂
子
地
区 

★
楢
﨑 

大
輔 

 

横
田
下
地
区 

★
桃
崎 

祐
介 

 

横
田
上
地
区 

★
内
山 

眞
吾 

 

野
田
地
区 

★
栗
原 

義
信 

 

山
田
地
区 

★
佐
々
木 

三
郎 

 

渕
上
・谷
口
地
区 

★
池
田 

雪
夫 

 

岡
口
地
区 

★
川
上 

裕
之 

 
五
反
田
・柳
瀬
地
区 

★
小
形 
信
親 

 

南
山
下
地
区 

★
稲
毛 

克
俊 

 

南
山
上
地
区 

★
草
野 

大
次
郎 

座
主
地
区 

★
浦
田 

征
男 

 

戸
房
地
区 

★
平
尾 

敏
和 

 

古
瀬
地
区 

★
鳥
巣 

裕
人 

 

中
原
地
区 

★
筒
井 

泰
好 

 

草
場
地
区 

★
脇
山 

照
之 

 

今
坂
地
区 

★
筒
井 

修
三 

脇
山 

勝
美 

 

鳥
巣
地
区 

★
川
添 

弘
光 

  

厳
木
区
（５
３
名
） 

天
川
地
区 

★
千
葉 

勝
喜 

田
久
保 

浅
義 

草
場 

忠
治 

山
田 

幸
範 

山
田 

和
孝 

田
久
保 

国
広 

 
星
領
地
区 

★
藤
木 
徳
久 

藤
木 
隆
次 

広
川
地
区 

★
秀
島 

竜
二 

家
原 

定
生 

 

鳥
越
地
区 

★
吉
村 

寿
人 

 

平
之
地
区 

★
毛
利 

廣
行 

毛
利 

五
男 

岩
村 

功
一
朗 

 

浦
川
内
地
区 

★
嶺
川 

貢 

加
茂 

邦
晴 

篠
原 

美
佐
江 

大
場 

輝
彦 

嶺
川 

英
人 

 

広
瀬
地
区 

★
曲
渕 

俊
之 

水
落 

知
日
出 

田
久
保 

義
和 

宮
原 

敏
久 

北
島 

英
二 

宮
原 

敏
之 

原 

稔
親 

古
賀 

博
美 

 

中
島
地
区 

★
中
島 

紀
幸 

東
島 

芳
樹 

田
久
保 

邦
博 

吉
原 

伊
津
雄 

相
島 

誠
二 

牧
瀬
地
区 

★
小
松 

春
海 

白
水 

厚
雄 

白
水 

重
利 

 

厳
木
地
区 

★
千
喜
田 

省
三 

三
塩 

正
人 

秀
島 

篤 

中
島 

廣 

篠
原 

弘
行 

 

瀬
戸
木
場
地
区 

★
居
石 

昌
博 

居
石 

勇
二 

 

浪
瀬
地
区 

★
大
橋 

悟 

吉
野 

甲
一 

吉
野 

正
文 

小
松 

吉
和 

吉
野 

徹 

小
笠
原 

一 
 

う
つ
ぼ
木
地
区 

★
杵
島 

勝 
 

岩
屋
地
区 

池
田 

茂 
 

本
山
地
区 

小
松 

繁
雄 

 直
轄
（
地
区
外
） 

岩
村 

辰
吏 

毛
利 

雄
一 
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総代選挙について 
任期満了に伴う総代選挙を⾏いました。各選挙区において、⽴候補者の届出が選挙の定数を超えな

かった為、総代選挙規程第 18 条第 3 項の規定により投票は⾏わず、第 5 項の規程によりその候補者
をもって当選者と決定いたしました。 
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相
知
区
（４
０
名
） 

相
知
地
区 

★
小
野 

史
朗 

井
手 

隆 
山
口 
正
則 

 

中
山
・山
崎
地
区 

★
井
上 

泰
造 

 

長
部
田
地
区 

★
江
頭 

裕
子 

 

町
切
地
区 

★
井
手 

克
美 

 

楠
地
区 

★
藤
森 

清 

藤
田 

浩
久 

 

田
頭
地
区 

★
山
口 

秋
俊 

槙
原 

徳
太
郎 

 

湯
屋
地
区 

★
小
山 

修
二 

 

横
枕
地
区 

★
藤
田 

一
磨 

 

千
束
地
区 

★
井
手 

義
昭 

 

久
保
地
区 

★
塚
本 

洋
守 

牟
田
部
地
区 

★
印
塚 

常
之 

松
本 

伸
之 

 

佐
里
上
地
区 

★
梅
﨑 

智
久 

小
濵 

浩
介 

 

佐
里
下
地
区 

★
堤 

洋
一 

山
口 

格 
小
濵 
敏
彦 

 

蕨
野
地
区 

★
中
山 

厚 

川
原 

栄
仁 

 

平
山
中
組
地
区 

★
川
原 

豊 
 

尾
部
田
地
区 

★
小
松 

琢
朋 

小
松 

眞
一 

 

平
山
下
地
区 

★
井
上 

洋 

岸
川 

正
典 
 

伊
岐
佐
上
地
区 

★
能
隅 

敏
彦 

黒
仁
田 

康
治 

田
中 

俊
樹 

 

伊
岐
佐
上
中
地
区 

★
金
嶽 

栄
作 

苣
木 

弘
美 

伊
岐
佐
下
地
区 

★
野
中 

一
平 

 

伊
岐
佐
下
中
地
区 

★
阿
蘇 

孝
市 

秀
島 

光
浩 

 

黒
岩
地
区 

★
渡
邉 

武
敏 

渡
邉 

良
昭 

 

大
野
地
区 

★
米
倉 

護 

成
住 

浩
行 

  

北
波
多
区
（１
６
名
） 

徳
須
恵
地
区 

★
黒
川 

和
彦 

 

大
杉
地
区 

★
岩
野 

浩
士 

 

岸
山
地
区 

★
中
山 

史
記 

 

稗
田
地
区 

★
松
尾 

勇
一 

合
力 

洋
人 

 

志
気
地
区 

★
川
添 

肇 

川
添 

浩
徳 

行
合
野
地
区 

★
富
永 

昇 

岡
本 

是
知 

 

田
中
地
区 

★
毛
利 

幸
博 

 

竹
有
地
区 

★
中
村 

博 
 

山
彦
地
区 

★
川
添 

勝
利 
 

下
平
野
地
区 

★
黒
岩 

政
光 

 

上
平
野
地
区 

★
梅
野 

一
也 

 

成
渕
地
区 

★
大
河
内 

和
彦 

岡
本 

秀
幸 

  

七
山
区
（５
６
名
） 

白
木
地
区 

★
鬼
木 

保
之 

中
村 
盛
之 

中
村 
秀
彦 

山
下 

富
士
雄 

 

狩
川
地
区 

★
中
村 

勝
利 

楢
崎 

修 

吉
原 

誠 

中
村 

金
太
郎 

樽
門
地
区 

★
岩
村 

伸
一 

盛
田 

梅
夫 

盛
田 

菊
男 

岩
村 

久
和 

古
川 

武
男 

 

藤
川
地
区 

★
青
木 

正
敏 

大
幡 

敏
文 

 

野
井
原
地
区 

★
岡
本 

謙
三 

岡
本 

知
明 

岡
本 

利
通 

瀬
戸 

安
雄 

江
口 

千
代
綱 

瀬
戸 

伸
次 

 

林
ノ
上
地
区 

★
富
岡 

敏
行 

富
岡 

弘
信 

 

馬
川
地
区 

★
諸
熊 

勇
男 

中
山 

茂
實 

吉
村 

太 

石
橋 

実
男 

瀬
戸 

一
男 

 

荒
川
地
区 

★
前
田 

比 

久
我 

誠 

青
木 

厚 
山
﨑 
英
治 

池
原
地
区 

★
上
野 

一
郎 

石
川 

勇
治 

諸
熊 

道
晴 

江
口 

重
廣 

中
島 

繁
行 

阿
賀
野 

聖
詞 

江
口 

正 
 

東
木
浦
地
区 

★
中
島 

健
一 

中
島 

正
一 

吉
村 

明
彦 

 

西
木
浦
地
区 

★
鶴
田 

堅
市 

吉
村 

栄
二 

諸
熊 

一
郎 

諸
熊 

栄
之
助 

 

仁
部
地
区 

★
溝
江 

雄
二 

山
口 

敦
史 

瀬
戸 

成
年 

冨
田 

正
和 

 柳
瀬
地
区 

★
山
崎 

良
二 

吉
村 

豊 
 

滝
川
地
区 

★
諸
熊 

則
男 

田
中 

龍
喜 

岡
本 

信
男 

山
﨑 

重
徳 
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★ 印の⽅が各地区の連絡員になられております。 

新総代の皆様、任期期間の３年間よろしくお願いします。  
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   組  織  図    

 

 

 

 

 

 

 

★★★ 職員 ★★★ 

所  属 役 職 氏  名 備     考 

本
所 

 参 事 進 藤 博 貴  

 会計主任 三 好 栄 二  

総 

務 

課 

課 長 片 岡 恵 美  

会計係員 馬 渡 美 紀  

係 員 平 野 真 矢  

業
務
課

課 長 手 島 裕 介  

係 長 江 中   孝  

指 

導 

課 

課 長 金井田 太 樹  

主 任 梅 﨑 亮 佑  

係 員 木 下 真生子  

支
所 

窓 口 業 務 全 般 山 岸 美 佳 臨時 令和 8 年３ 月３ １ 日まで 

職員10 名（ほか 1 名 臨時職員）

総 代 会 

監 事 会 代表理事組合長 

参 事 会計主任 

厳 木 本 所 七 山 支 所 

総 務 課 指 導 課 

・ 総務係 

・ 会計係 

理 事 会 

・ 総務委員会 兼 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 

・ 業務・指導委員会 

業 務 課 

・ 窓口業務全般 
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職員の体制 
令和７年度は下記の体制により役職員⼀丸となって組合運営に取り組んでおりますので、今後とも

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 
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★★★ 現業職員 ★★★ 

所  属 役 職 氏  名 備     考 

（
森
林
整
備
・
木
材
生
産
） 

 

現 

業 

職 

員 

班 長 加 茂 聖 人  

班 長 石 橋 大 介  

副 班 長 瀬 戸 和 哉  

副 班 長 盛 田 秀 一  

 吉 村 里 志  

 山 田 祐 司  

 池 田   俊  

 栗 原 健 治  

 松 尾 峰 修  

 遠 田 善 弘  

 田 島 光 浩  

 山 浦 匡史朗  

 美 山   愛  

 小野美 賢 祐  

 谷 口 祥 平 令和 6 年１ ０ 月 1 日 採用 

 福 川 琉 太 令和７ 年 4 月 1 日 採用 

 冨 永 佳 孝 令和７ 年 4 月 1 日 採用 

現業職員1７名 

まつら森林組合 定款 第12 条 

（届出義務） 

組合員がその資格を失い、又は氏名若しくは名称、住所、組合員である法人の定款若しくは役員若し

くは組合員である団体の規約若しくは役員の変更があったときは、直ちにその旨をこの組合に届け出な

ければならない。 
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 

組合員の⼿続きについて 
森林組合は森林所有者⾃らの協同組織であり、⾏政事務とは直接の関わりはありません。 
相続登記や転居等の申請を⾏政庁にされても当組合では承知できませんので、組合員の⽅が森林組

合に各種届出を⾏う必要があります。 
最寄りの組合事務所にて各種⼿続きを⾏うことができますが、担当者不在⼜はその他に添付して頂

く必要がある書類等もあり、組合員の皆様にお⼿数をおかけすることにならないよう、事前にご連絡
頂ければ幸いです。  
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１. 加⼊関係             
【 相続承継による加⼊ 】 
 相続によりそのまま組合員として引き継ぎを希望する⽅は、相続開始（組合員が死亡した⽇）

から2 年以内に相続承継による加⼊⼿続きを⾏ってください。 
 組合員が死亡されて2 年以上経過した場合については、相続承継による加⼊⼿続きを⾏うこと

ができません。なお、相続⼈が組合への加⼊を希望される場合は、改めて新規での加⼊⼿続き
が必要です。 

 新規で加⼊する場合は、出資⾦の払込と加⼊⾦の⽀払いが必要となります。 

【 出資⾦譲受けによる加⼊ 】 
 組合員から全部または⼀部の出資⾦を譲り受けることで、新たに組合員となる⼿続きです。 

２. 脱退関係             
【 脱退 】
 組合員が死亡された場合は、その時点で脱退（法定脱退）となりますので、必ず⼿続きが必要

になります。ただし、相続承継による加⼊の⼿続きを⾏った場合は、脱退届は必要としません。 
 ⼭林を売買等で⼿放し、所有の⼭林がなくなった場合は届出をお願いします。 
 脱退届は、事業年度末（6 ⽉末）の60 ⽇前までに提出してください。 
 脱退届を提出されても即時に脱退とはなりません。脱退届を提出された事業年度末に脱退とな

ります。 
 賦課⾦については、脱退年度まで納付をお願いします。 
 出資⾦の払い戻しは総代会後（8 ⽉に通常総代会の開催）となります。 

【 脱退届提出後の取消 】 
 脱退届を提出したのち、事業年度末の脱退が決定されるまでに取消を希望される場合について

は、脱退届取消通知書を提出することによって、取消すことができます。 

３. 各種変更関係           
【 組合員名変更 】
 組合員のお名前に変更があった場合は届出をお願いします。 

【 住所変更 】 
 ご住所に変更があった場合は届出をお願いします。 

【 ⾯積変更 】
 売買⼜は転⽤等によって、⼭林の⾯積に変更があった場合は届出をお願いします。 
 ⾯積変更を⾏った次の年度から、変更した⼭林の⾯積に応じた賦課⾦の納付をお願いします。 
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各種様式は組合のホームページから取得することができます。 

注文については電話や口頭での受付ができませんので、別添「苗木申込書」を直接組合に持ってき

ていただくか、郵便またはファックスでの申し込みをお願いします。 

≪注意≫ 山行用苗木を取り扱っている「佐賀県山林種苗緑化協同組合」の苗木が不足しており、 

         ご希望に添えない場合がございますのでご了承下さい。 

配布場所については昨年同様、下記の 5 箇所を計画いたします。 

 1） まつら森林組合 厳木本所（ 厳木町中島5-1 ）  

 2） 相知市民センター（ 相知町相知2055-1 ）  

 3） 北波多市民センター（ 北波多徳須恵1097-4 ）  

 4） 半田ふれあいセンター（ 半田3238-1 ）  

 5） まつら森林組合 七山支所（ 七山仁部105 ） 
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【 法⼈等代表者名変更 】
 法⼈等代表者の変更があった場合は届出をお願いします。 

４. 出資⾦譲渡            
【 出資⾦譲渡 】
 出資持分の⼀部⼜は全部を他の森林所有者に譲渡するときの⼿続きです。 

５. 増資・減資関係          
【 出資⼝数の変更 】
 出資⼝数を増加⼜は減少するときの⼿続きです。 
 理事会の決議を経て事業年度末に出資⼝数を変更すことになります。なお、出資⼝数を減少し

た場合の出資⾦の払い戻しは総代会後（8 ⽉に通常総代会の開催）となります。 
 出資⾦1 ⼝の⾦額は⾦1 千円とし、全額払い込みをお願いします。 

※ 

苗⽊申し込みについて 
例年同様に苗⽊申し込みの受付を始めますので、同封しております申込書を令和8年１⽉7⽇（⽔）

までに提出をお願いします。 
配布は2 ⽉上旬ごろを予定しており、配布⽇時等は決まり次第郵送にてご案内いたします。 
なお、スギ・ヒノキ・クヌギにつきましては25 本単位でお願いします。 

※ 

 
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注文については電話や口頭での受付ができませんので、別添「しいたけ種菌申込書」を直接組合に

持ってきていただくか、郵便またはファックスでの申し込みをお願いします。 

入荷次第ご連絡を差し上げますので、商品は代金引換にてお願い致します。 
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しいたけ種菌の申し込みについて 
しいたけ種菌の申し込みを受け付けますので、同封しております申込書を令和 8 年１⽉ 7 ⽇（⽔）

までに提出をお願いします。なお、原⽊の販売は⾏っておりませんのでご了承下さい。 
※ 

※ 
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≪注意≫ 整備の種類ごとに要件がありますので、補助金を受けることができない場合があります。 

森林経営計画とは、森林所有者などが立てる間伐等の５年間の計画。 

伐採計画量等の基準が適合していれば、市町村から認定を受けることができます。 

まつら森林組合で認定を受けている計画は下記のとおりです。 

  1） 七山地区（3 期目）     451.91   令和10 年4 月30 日まで 

現在、他の地区にも新たな森林経営計画の作成を検討しております。  

― ― 1 2   

 

造林補助事業について 
森林の整備の内容によって、造林補助事業による補助⾦を受けることができます。まずは、作業を

する前に必ず森林組合までご連絡ください。 
なお、組合では随時、作業の委託もお受けいたしております。森林施業プランナーの資格を持つ職

員が、少しでも多くの収益を得られるようなプラン作成と実現を⽬指します。 
また、⽊材⽣産のみならず、間伐後の⼭を活⽤し、より⾝近な⼭づくりができるようご提案をいた

します。 

 

 
㏊

  
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販売価格は購買品価格表に記載したとおりです。 
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⽵類の防除に使⽤できる農薬の販売について 
組合員の皆様からササ・ススキの防除として、⻑年ご愛⽤いただきましたフレノック粒剤 10 の販

売について、製造メーカーの都合により⽣産が中⽌となりました。 
したがって、フレノック粒剤10 に変わる⽵類の防除に使⽤できる農薬として、『クサトールFP 粒

剤』を販売いたします。なお、散布時期等が変更になりますので、下記の⽐較表をご覧ください。 
※  
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品物によっては在庫がない場合がありますので、事前にご連絡頂ければ幸いです。 

■ 購買品価格表（ 税込み）  ■ 

品   名 単位 組合員価格 組合員外価格 消費税率 

木材チョ ーク （ 白）  本 ￥161  ￥176  10％ 

選木テープ（ 白・ 黄・ 桃） 個 ￥195  ￥212  10％ 

ケイ ピン 箱 ￥986  ￥1 ,072  10％ 

ク サト ール FP 粒剤 袋 ￥3,478  ￥3 ,780  10％ 

シルキー鋸 丁 ￥2,795  ￥3 ,038  10％ 

シルキー鋸 替刃 枚 ￥1,335  ￥1 ,452  10％ 

剣龍鋸 丁 ￥3,162  ￥3 ,437  10％ 

剣龍鋸 替刃 枚 ￥2,125  ￥2 ,310  10％ 

安全ク サビ（ 大）  個 ￥1,138  ￥1 ,237  10％ 

安全ク サビ（ 中）  個 ￥695  ￥755  10％ 

丸ヤスリ （ 4 .8 ㎜）  本 ￥315  ￥343  10％ 

丸ヤスリ （ 4 .0 ㎜）  本 ￥354  ￥385  10％ 

森林香 箱 ￥1,175  ￥1 ,278  10％ 

防虫器 個 ￥1,068  ￥1 ,161  10％ 

ハチミ ツ 1 ㎏ 個 ￥4,025  ￥4 ,375  8％ 

ハチミ ツ 2 ㎏ 個 ￥6,095  ￥6 ,625  8％ 

その他、林業用器具等の取扱いも行っておりますので、お気軽にお尋ねください。 
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購買品価格（お知らせ） 
下記の価格表のとおり購買品の販売を⾏っておりますので、お知らせいたします。 

※ 

 

 
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・ 国土保全、水源涵養機能等の発揮に向け、適正な森林整備を推進し ます。

・ 脱炭素社会の実現に向け、 木質バイ オマス発電所への未利用材の供給

を通じ て、 地球温暖化対策を推進し ます。  

   

・ 合法木材証明や森林認証の取得等に取り 組み、 生産・ 流通を進めます。
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まつら森林組合のSDGs宣言 

 

まつら森林組合は以下のような事業・取組を通じて、SDGsの達成を目指

します。 
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木材市況 ≪佐賀県森林組合連合会 木材共販所≫ 

佐賀県森林組合連合会は、木材共販所（佐賀市大和町）の運営により、県産のスギ・

ヒノキ丸太の委託販売を行っています。 


